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＜特別寄稿＞ 

 

教育実践学会第 32 回大会教育講演の記録 

 

鈴木 樹（鎌倉女子大学教育学部教育学科教授） 

 

演題：資質・能力を育成するためのカリキュラム・マネジメントと学習評価 

―横浜国立大学教育学部附属鎌倉中学校の実践を基に― 

 

講師： 玉川大学教師教育リサーチセンター 

客員教授 笠原陽子 先生 

 

この講演は，横浜国立大学附属鎌倉中学校において 2018 年から 6 年間にわたって行わ

れた実践「学びのプラン」とその研究の成果に関するものである。講師の笠原陽子先生は，

研究のアドバイザーを務めた。カリキュラム・マネジメント，資質・能力の育成，学習評

価の 3 つから研究を整理している。 

「学校で育成したい資質・能力」については，教員の話し合い，対話により整理を行っ

た。その際，教育課程全体の構造を理解するうえで研究主任の役割が重要である。 

次に，「資質・能力の育成を目指した PDCA サイクルの確立」を行った。①年間の PDCA
サイクル，②校務分掌をはじめとする校内の組織等が相互の役割・関係性を明確にするこ

とによって，それぞれが担う内容に応じた PDCA サイクル，③授業レベルの PDCA サイ

クルのうち，③がスタートでありゴールである。 

PDCA サイクルの評価の検討を行うため，次に「学習評価」に関する研修会を行った。

そして，横浜国立大学名誉教授・高木展郎の考え方を基に，「学びのプラン」の試行と実践

を行った。この実践では生徒に見通しを示し，振り返りを行う。教師と生徒が評価を共有

することが重要で，そのために，単元や 1 時間の授業の中に生徒の相互評価が有効である

ことが示された。次に，研究の再確認として「個別最適な学びと協働的な学び」と「主体

的，対話的で深い学び」との関係性，それによって育成される資質・能力について検討を

行った。以上の結果に基づき，信頼性のある学習評価を行い，実践を単元ごとに，「単元項

目」「学びのプラン等」「評価事例」の 3 つにまとめた。 

最後に，中学 1 年の国語，数学，理科の実践事例を紹介し，「この実践が他の学校にとっ

てどのような意味を持つのか」ということについて，考察している。 

 

研究の枠組み 

横浜国立大学附属鎌倉中学校で，アドバイザーとして約 6 年間にわたって研究に関わり

ました。この研究がスタートしたのは 2018 年で，今の学習指導要領がスタートする前から
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でした。国立大学の附属学校にはミッションがあり，特に学習指導要領を具体的にどのよ

うに現場で実践していくかという先行的な研究が求められると同時に，地域の小学校・中

学校への研究成果の還元ということが求められます。この 2 点からこの研究がスタートし

たというのがいちばん大きな背景になります。当時，2018 年ですから，学習指導要領は，

大筋のものが示されてはいたのですが，具体的なものが決まっているわけではなく，今の

学習指導要領が求めているカリキュラム・マネジメント，資質・能力の育成，そして学習

評価の在り方については，附属学校としても初めての取組であり，実際にどのように具体

化していくことが，文部科学省が求めている今回の学習指導要領に合致するのかという点

については，その時点では見えないものもあり，行きつ戻りつの研究でした。 

図 1 に研究の枠組みを示しました。2020 年までは，横浜国立大学附属鎌倉中学校として，

この研究を行ってきましたが，2020 年に隣接する附属鎌倉小学校と中学校が小中一貫の取

組をスタートすることになり，小中一貫のテーマを決めて，小中合同の研究組織に移行し

ました。したがって，最初に附属鎌倉中学校で取り組んだテーマで継続して研究をしてい

くということが，一旦，途切れてしまいます。ただ，学習評価に関して中学校は，今回，

求められているような具体的な学習評価の内容の取組には，まだ至っていなかったために，

そのための評価の研究を，2021 年から別立てで取り組んでいくことになりました。そのた

め，中学校としては小中合同の研究に取り組みながらも，その裏で学習評価の研究をして

いたということになります。私は小中の研究にも関わり，小中の全体的な研究のアドバイ

ザーと中学校の学習評価のアドバイザーを両方務めながら，当初のねらいにあったカリキ

ュラム・マネジメント，資質・能力の育成，学習評価というこの 3 つについてが全体的な

研究の枠組みになります。 

 

図 1 研究の枠組み 
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図 1 の右側の上の四角の中に，「学校教育目標と目の前の生徒の姿を照らし合わせて，ど

のような議論を（各学校の中で）積み重ねていくと，『学校で育成したい資質・能力』を共

有できるか」と書いてあります。今ではごく当たり前になってきていますけれども，その

当時はなかなか具体的に資質・能力とは何なのか，分かりませんでした。すでに学校教育

目標があるけれども，学校が育成したい資質・能力というものをそれぞれの教科において

（中学ですから，各教科のねらいもあります）学校として育成したい資質・能力を整理し，

それを一人ひとりが自分事として捉え，学校教育目標の実現に向けていくかという点が，

研究の中でも行きつ戻りつしました。 

これについて結論から申し上げると，非常にシンプルなのですが，話し合い，対話をど

れだけ効率的に進められるかということです。答えがあるようでない，「研究と言えるの

か？」と言われてしまうかもしれませんが，今の学校で申し上げますと，十分に対話する

時間そのものがないというのが現状です。では，それをどうやって効率的に効果的に重ね

られるかという点で，いろいろ工夫をしました。 

次に，図 1 右上の四角の中の 2 つ目「策定した資質・能力を学校教育全体で育成するた

めの『カリキュラム・マネジメント』の好循環をどのようにしたら生み出せるか」につい

て説明します。皆さんもご存知の通り，学校というのは校長が代わり職員が代わると，そ

れまでの取組というものはリセットされてしまい，残念ながら，継続するということが非

常に難しくなります。しかし，ここで目指しているのは，どこの学校でも必要な最も基本

的な内容になります。では，どのようにカリキュラム・マネジメントを回していくことが，

継続的にその取組を進められるか，結論から言うと，①年間の PDCA サイクル，②校務分

掌をはじめとする校内の組織等が相互の役割・関係性を明確にすることによってそれぞれ

が担う内容に応じた PDCA サイクル，③授業レベルの PDCA サイクルという 3 つの PDCA

サイクルをしっかり回していく，その中でも特に授業の中で資質・能力が育成されるその

PDCA を，どこまで各教員が自分事として取り組めるかということでした。その際，学習

評価というものが非常に重要なポイントになりました。 

それが四角の中の 3 つ目の「学習評価，特に主体的に学習に取り組む態度の評価につい

て効果的な取組としてどのような方法があるか」です。中学校の学習評価の研究は，2023

年まで続き，学校評価ということにもつながっていきました。後ほどお話をしますが，こ

の取組をする中で，育成された資質・能力をどのように見取っていくのか，つまり評価の

部分，すなわち学校としての PDCA サイクルが回っていったときに，何をもとにして学校

としてしっかりしたカリキュラム・マネジメントになっているのかということを，見取る

か，ということも課題になりました。生徒のアンケート，保護者のアンケート，先生方自

身の自己評価というものもありましたが，これらは，客観性というところで十分にその質

を担保できないのではないかという議論がありました。その中でも学習評価という，生徒

たちの姿として見えるものとして，そして生徒自身が自分自身の資質・能力が身についた

という実感を伴いながら保護者といっしょに学習の成果を確認していくという部分につい



教育実践学研究 第 28号 2025．3 

 

4 

 

ては，一つ重要なポイントになるのではないかということで，2 つ目の部分「策定した資

質・能力を学校教育全体で育成するための『カリキュラム・マネジメント』の好循環をど

のようにしたら生み出せるか」については，①，②，③の 3 つの PDCA を回すという中で

も，特に学習評価の部分が重要であったということになります。 

そして学習評価，特に主体的に学習に取り組む態度の評価については，いまだにどこの

学校においても課題になっています。自己調整であるとか， 振り返りであるとか，それは

どのように評価をしていくのかということについては，附属鎌倉中学校においても，最終

的に結論が出ているというわけではありません。ただ，この学校の「学びのプラン」とい

う取組（後述）を通して，主体的・対話的で深い学びという授業実践を通じて主体的に学

習に取り組む態度の評価を行うということは，十分可能であろう，ということになりまし

た。ただ，「学びのプラン」という一つの形式にとらわれてそれを進めようとすると，目指

す評価には至っていかないのです。そのため，主体的に学習に取り組む態度の評価の仕方

というのは，それぞれ各学校の中で自分たちが理解できる取組として整理をされていくこ

とが，いちばん重要だということは，各先生方が話をされていました。 

図 1 の右上の四角の中の 4 つ目「各教科として育成を目指す資質・能力と学校として育

成を目指す資質・能力をどのように教科の言葉で解釈し，単元・題材作りや授業づくりに

取り組み生徒と共有するか」についても，学習評価の部分と指導の部分とが関わってくる

ということです。このことについては，図 2 に示した 1―①，1―②，2―③，4―②で，お

話します。  

 

１．研究方法 

１．１ 研究の流れ 

研究方法は図 2 に示した通り，１つ目は「育成したい資質・能力の共有」，2 つ目は「『学

びのプラン』への取組」，3 つ目は「研究の再確認」でした。「研究の再確認」というのは，

小中合同の研究へと移行していったために中学校の取組が中断し，うまく進んでいかない

状態になりました。その時に，これまでの取組を振り返ることによって，研究の再確認に

取り組むことを示しています。そして 4 つ目は，「信頼性のある学習評価への取組」という

ことで，先ほど申しましたが，カリキュラム・マネジメント，すなわち各学校が教育課程

を編成し，実践し，そして評価をしていくときに，その学習評価というものがどれだけ信

頼性のあるものになっているかということを，神奈川県教育委員会との協力の下で整理し

ました。全体的にはこのような研究の流れになります。 
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図 2 研究方法 

 

１．２ 育成したい資質・能力の共有 

そこで，まず１つ目になりますが，「育成したい資質・能力の共有」ということについて，

図 3 に「1―①『資質・能力』が育成された生徒の姿を対話を通してイメージする」という

ことを示しています。先生方にとってみると，目の前にいる生徒たちの課題は，例えば「自

主性がない」とか，「なかなか自分自身で目標を定めて授業に取り組めない」とか，いろい

ろ出てくるのですが，附属鎌倉中学校において育成したい資質・能力をどのように整理を

していったらよいのかということで意見を出し合っていきました。しかし，1 回話し合い

が終わっても，また振り出しに戻ってしまい，なかなかゴールに行き着かなかったのです。

また，話し合いで意見を言う方はどんどん意見を言うのですが，先生方の中には自分の考

えを率直に言うということが苦手な方もいるのです。そうすると，本当にこれでいいのか

ということが，なかなか確認できないまま話し合いが進んでいってしまうという状況が，

続いていきました。  

図 3 1―①「資質・能力」が育成された生徒の姿を「対話」を通してイメージする 
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そこで，例えば 4 人のグループだったら，4 人の先生方が共通に知っている生徒の姿を，

それぞれ頭の中でイメージをして，その生に，例えばこの学校でこのような力が身につい

たら，この子はこのような姿になるというような話し合いを繰り返し行いました。 

でも，これもなかなか難しくて，具体的になると，先生方が具体的な言葉としてその資

質・能力ということをなかなか言葉にできないのです。よく小学校などであるように，キ

ャッチフレーズ的に，「元気な子」，「優しい子」，「粘り強く取り組む子」というものは出て

くるのですが，資質・能力ということを，どのような言葉で表したらよいかということも，

非常に課題になりました。 

先ほども申し上げましたように，なかなか話し合いに参加をしない先生方，それから附

属学校でミッションを背負ってこの附属学校に来たということを自覚的に捉えている先生

と，なかなかそれを捉えられていない先生が混在しているというのが今の附属学校の現状

です。研究に対しても，“やらされ感”でやっている職員もいました。そのような人をどう

やって引き込むかということで「生徒の姿というところで話をしましょう」となると，エ

ピソードを語れるわけです。そこで「そのようなエピソードの中から，皆さんでキーワー

ドになるものを整理していきましょう」と，順番に段階を追いながら，最終的には共感が

得られる言葉として整理をすることができました。 

その際に同じメンバーでやるのではなくて，目的に応じて，柔軟に協働し合う関係と共

感を伴う対話ができるグループを作りながら，研究を進めていきました（図 3）。要は，多

様な教員集団で入れ替わり，他の教員がどんなことを考えているかということをお互いに

知ることによって関係性ができてきて，研究に取り組もうという姿勢も育ってきたという

ところがあります。 

もう 1 つは，図 3 の右下にある研究主任の役割が，非常に重要になりました。研究主任

にお願したことは，学校として，教育課程の編成にあたっての全体の構造を，しっかり理

解をしてほしいということでした。つまり，研究主任という校務分掌の一つではなく，研

究を通して，学校全体の教育課程の編成・実施・評価という流れを確実に実施していくた

めに構造を知ることが重要であることを確認しました。二つ目として学校の現状と課題を

正しく整理をすることをお願いし，課題として優先順位をつけてもらいながら，この研究

の中で，どのように具体化をしていくかということを確認しました。 

3 つめは，この附属鎌倉中学校でこの先生を動かすと，この研究が回っていくというよ

うな研究主任が考えるキーパーソンを念頭に置きながら，その方をうまく使って，グルー

プを動かしていってほしいということをアドバイスして，研究に取り組んでいきました。 

そして，振り返りと修正ということを年間の計画の中でしっかりと位置づけました。そ

れは 1 学期間とか 2 学期間という長い期間だけではなく，1 ヶ月とか 2 ヶ月という場合も

あります。それは，話し合いの進んでいる状況の中で，これは一回立ち止まった方がいい

という時は必ずあるので，そこで立ち止まって，なぜ今，話し合いが停滞をしているのか，

話し合いの状況がどうなのかということを，確認をしながら進んでいきました。これらの
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取組を通しながら，「育成したい資質・能力の共有」というところにつなげていったという

ことになります。 

１．３ PACA サイクルの確立  
次に，先ほど PDCA サイクルをどう確立するかというところでお話した「『資質・能力』

の育成を目指した PDCA サイクルの確立」です。学校は，年度当初に教育課程を編成する

と，それをそれぞれの分掌で回していって，年度末にその評価をするというのが通例でし

た。それが，今の学習指導要領では「組織的かつ計画的に」とあり，どこをどのように変

えていくことが必要なのかということを検討しました。 

図 4 の一番外側の①というのは，いちばん上にあるように「年間の PDCA サイクル」で，

全体の年間の指導計画で全体的な PDCA なのですが，真ん中の②「校務分掌をはじめとす

る校内の組織等が相互の役割・関係性を明確にすることによって，それぞれが担う内容に

応じた PDCA サイクル」というところの校務分掌の部分も明確に PDCA というものを取

り入れることによって，評価をしていくということを習慣化するようにしました。自分の

校務分掌が，資質・能力を育成することにどのように関わっているのかということを明確

にして，PDCA というものをチェックしていこうということを確認しました。いちばん重

要な部分として，③「授業レベルの PDCA サイクル」という授業の PDCA を一人ひとり

の先生方が確実に回していくということを確認しました。そのために，単元で指導計画を

作り，評価計画を作り， 1 時間の流れを作りといった，この学校として育成したい資質・

能力を埋め込んで，教科で育成したい資質・能力に読み替えて，教科で育成したい資質・

能力の観点で評価をしていくということを，すべての教科の中で確実に進めていきました。 

 

図 4 1―②「資質・能力」の育成を目指した PDCA サイクルの確立 
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やはり中学校の教員は，（私も中学の出身なのですが）自分の教科の評価を明らかにした

くないのです。できないというほうが正しいかもしれない。「こんなことやっているの？」

というように言われてしまう。「こんな評価で大丈夫なの？」ということが，どうしても先

生方にとってみると，評価を公正なものに近づけていけない，いちばん大きな課題なので，

そのブラックボックスを取り除かない限りここはできないということで，みんなで，自分

でどのような評価をするかということを，公開していこうということになりました。そし

て単元の指導計画の中で主体的な学びであるとか，対話的な学び，そして深い学びをどこ

に位置付けていくのか，学校として育成したい資質・能力が，この単元のこの教科として

の育成したい資質・能力のここに該当するというように読み替えて評価をしていくという

ことを，指導計画の中で明確にしていきました。こうした取組が，実はカリキュラム・マ

ネジメントのスタートあり，ゴールでもあるのだということを実践を通して理解すること

に取り組みました。これが資質・能力の育成を目指した PDCA サイクルということで整理

をした内容になります。 

 

２．「学びのプラン」への取組 

そのような中で，先ほど申し上げましたが，育成したい資質・能力をどうやって評価を

していくか。つまり学校としての PDCA サイクルの，最終的な評価を，何をもって評価を

していくかということで，学習評に焦点を当て，取組を進めていくことになりました。附

属鎌倉中学校が目指した学習評価は，平成 28 年中央教育審議会答申「幼稚園，小学校，中

学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び改訂の経緯及び必要な方策

等について（答申）」，第 9 章の「何が身に付いたか―学習評価の充実―」に示されている

内容そのものです（図 5）。 

 

図 5 附属鎌倉中学校が目指した「学習評価」 

（中等教育審議会答申「第 9 章 何が身に付いたか―学習評価の充実―」） 
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図 5 の一つ目の〇にあるように，「学習評価は，学校における教育活動に関し，子供たち

の学習状況を評価するものである」ということで，子供たちにどういう力が身に付いたか

という学習の成果を的確に捉えていくということが重要なのだという，このあたりを一つ

のバックグラウンドにしながら，個々の学習評価への取組をスタートしていきました。 

２．１ 学習評価への取組の現状と課題を整理 

今まで附属鎌倉中学校がどのような評価をしてきたのかということを一度，総括をしよ

うということで，学習評価の取組と現状と課題を整理しました（図 6）。 

 

図 6 2―①学習評価への取組の現状と課題を整理 

 

担当者が先生方個人に，そして生徒向けに簡単なアンケートを取りました。その結果と

して，学習評価について，生徒からは目標が示されていて，見通しを持つことができるの

で，とりあえず学びの意欲を持って授業に臨んでいる，という意見でした。教師にとって

も，学びを支援するための指導と評価の工夫を各教科で行いながら，それを研究会で共有

することで，よりよい指導と評価の一体化という環境につながっているという，どこの学

校にでもあるような一定の整理はついたわけです。 

ただ，課題としては，生徒から見ると，先生方によって評価の方針や評価の方法が異

なるので，それに合わせて対応しなければならないことが，非常に負担というまではいき

ませんけれども，その教科に合わせていかなければいけないというところがある，という

ことが分かりました。この辺は先生方にとってみると，「あ，そういうものなんだ」とい

うことを気づかされた。「え，こんなことも先生方，気づいてなかったの？」と思いがち

なのですが，「そういうものなのだな」というのを改めてアンケートをとってわかったわ

けです。一方，先生方にとっては，教科による評価方針とか評価方法の違いがあって，信

頼性や妥当性が高いといえるかというとそうでもない，学校としての評価の考え方が整理



教育実践学研究 第 28号 2025．3 

 

10 

 

されていないということが，いちばん保護者や生徒に向けて弱いということが，わかった

わけです。 

２．２ 「学習評価」に対する研修会 

アンケートの結果を受けて，これからの評価に向けて，研修会をしようということにな

りました（図 7）。 

 

図 7 2―②「学習評価」に関する研修会 

 

図 7 は 1 年生の社会科の先生に自身が取り組んでいる評価を事例として出してもらい，

研修を行いました。同じ教科だけではなくて，他の教科の先生方入って，教科以外の指導

方法であるとか，資質・能力というものを見取っていく時には，もっと適切な評価の仕方

があるのではないかなど，いろいろ意見を出し合ながら，それぞれ教科を替え自分自身の

評価を開示する機会としました。 

自分自身の評価を開示するということによって，先生方が評価に対する意識を，リセッ

トまではいかないのですが，もう 1 回考え直すという土台に立てたというところでは（時

間を要するのですけれども）このようなプロセスがあると，先生方としては，お互いの信

頼感であるとか，特に評価ですから，教科の中でもその教科の妥当性というものを確認で

きる場面がとても有効であったと思います。 

２．３ 「学びのプラン」の試行・実践 

「2―③ 『学びのプラン』の試行・実践」ということになるのですが（図 8），この「学

びのプラン」というのは，『資質・能力を育成する学習評価―カリキュラム・マネジメント

を通して―』（東洋館出版社）で，横浜国立大学名誉教授である高木展郎先生が 2019 年に

示された内容になります。図 8 にその一部分を引用していますが，要は評価を目的と 
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図 8 2―③「学びのプラン」の試行・実践 

 

するものではなくて，学習指導要領で示されている振り返り，見通しを授業の中で，生徒

と共有をしながら評価を行う枠組みのものを「学びのプラン」と高木先生は整理をしてい

ます。研究を進めていく上で，寄って立つところがないと，自分たちの考え方だけで推し

進めていった時に，これが附属として一般の学校への研究事例になりえないので，こうし

た考え方をベースにしながら，取り組んでいきました。 

図 8 の右側にあるパワーポイントの図は，この「学びのプラン」を具体的に進めていく

上で，先生方に自作の資料を作ってもらったものです。「学びのプラン」というのはどうい

うものかということを，生徒にどう説明するか。それをいろいろ教員で作って，「自分はこ

のように説明する」という意見を交わす中で，学校としてある一定の説明ができるように

しました。 

スライド 1 のいちばん上に書いてあるように，「学習の見通しとして，学習の計画や評価

の方針を事前に示すもの」であるということを示しています。スライド 2 では，「学習をマ

ラソンに例えると」ということで，「マラソンというのは，どんなコースなのかというのを

知らないと走れないよね。山なのか海なのか，坂がどのくらいあるのかというのはわから

ないと走れないでしょう。それからどれくらいの距離を走るのかというのもわからないと

走れないよね」というように，生徒たちに「学びのプラン」というものを示していきまし

た。「学びのプラン」は，生徒にとってみると，「あっ，今，ここの地点なんだな。あと，

もうちょっとがんばるとゴールに着くんだな」とか，「前回は，ここで諦めちゃったけど，

もう少し頑張ればゴールにたどりつけるんだ」というような，目安になって授業の見通し

が明確になります。実践しながら，その中から出てきた課題等を整理しながら「学びのプ

ラン」の取組を進めていきました。 
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図 9 「学びのプラン」の取組ついて 

 

「学びのプラン」について，ある一定の期間，取り組んだ結果の先生方の振り返りを図

9 に整理しました。例えば①に，「『見通し』を示すだけでなく，『目標』に対して振り返り

を行う場面が大切であることを改めて確認することができた」とあります。今はもう当た

り前のようにして，どこの学校でも見通しと振り返りというのは重要だと授業を行ってい

ますが当時は，学習指導要領にはそうは書いてあるけれども，実際にはどのようなことな

のかということに関しては具体的には示されていなかったのです。そこで，この「学びの

プラン」を通して見通しや振り返りに取り組んだ結果，「生徒たちにはこれが自分の学習の

状況を確認する手立てとして，有効である」ということが明らかになり，実感を伴った取

組になっていきました。 

ただ，例えば②にあるように，高木先生の「学びのプラン」では，「単元での学習指導案

に沿って，教師が子供たち向けに作成し直した単元や題材の授業計画」が必要だと書かれ

ているのですが，取り組んだ結果，必ずしもこのようなものはなくてもよい，逆にこのよ

うなものがあることによって，教科によっては学習の進捗に疎外が生じてしまうというこ

とが分かりました。例えば，数学のようなものだと答えがわかってしまうことによって，

子供たちが取り組む意欲のようなものがガクッと落ちてしまうという状況が見えたので，

必ずしもそれはなくてもいいのではないか。ただ，一方ではそのようなものがあった方が

いいという教科もあり，体育，国語，英語にはおいては非常に効果的だったという結果も

出てきました。 

このような「学びのプラン」というものに関していえば，その取組そのものが，確実に

実施できていることが重要なのではなく，それを検証しつつ，実際の授業をやってみると
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より効果的な方法もあるし，かえってそのようなものではない方がいいということも明ら

かになってきたので，附属として，この後いちばん最後に整理するような「学びのプラン」

へと変化をしていくわけです。そして，③の「評価計画・評価規準・評価方法」というの

は，「学びのプラン」においては必須の項目ではないけれども，生徒にとって，これらがあ

ることによって，生徒自身で確認することが可能な部分にもなってくるので，有効である

ということも先生方の声として出ていました。そして，いちばん最後の⑤「生徒による相

互評価」です。今回の学習指導要領の中でも，教師と生徒が評価というものを共有するこ

とが大事だということが言われているのですが，では具体的にその共有するということは

どのようなことなのか。計画を示すことが共有するということではもちろんないし，生徒

たちが評価を意識するのは，教師によって A，B，C という評定をつけられるということで

すが，そのことがねらいであるわけではありません。最終的に大事なことは，生徒自身が

自己評価できる力を身に付ける，そのような力を育成するというところに，評価を共有す

るという意味があるということが，この取組の中で明らかになりました。そのためには単

元の中，1 時間の授業の中で，確実に相互評価ができる場面を授業の中に位置付けていこ

うということで，先生が一方的に評価をするのではなくて，生徒がお互いに評価をすると

いうことによって，生徒自身のメタ認知の力を高めていくという取組を継続していった結

果，相互評価が非常に有効であるということが，ある程度確認できました。 

３．研究の再確認 

「研究の再確認」になりますけれども，図 10 に書いてあるように，中学校での研究だっ

たものが，小学校との共同研究になったことによって，中学校の研究に時間を確保するこ

とがなかなか難しくなりました。資質・能力の育成という学校教育目標で目指そうとして

いるところからどんどんずれてしまったということに気付きました。 

 

図 10 研究の再確認 
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図 11 研究の再確認（個別最適な学び，協働的な学びと主体的・対話的で深い学び） 

 

なぜ，それに気付いたかというと，小中の合同研究に取り組むようになって，小学校の

授業を参観する機会が増えました。すると，小学校の授業では，児童の発言や活動につい

授業の中で意味づけていくということが，とても上手なのです。発言を取り上げて，その

発言が今日の授業全体の中でどんな意味を持っているのか，A さんと B さんの発言がどん

な関係性にあるのかということを，先生方が上手に意味付けている姿を見て，中学校の先

生たちは，自分たちにはそのような技術や意識に非常に欠けていたということに気付くわ

けです。そして，評価をするための指導になっていってしまって，生徒たち自身に自己評

価力を付けるとか，資質・能力を育成するという，そういった評価からずれていったこと

に気付きました。ここで少し歩みを止めなければいけない，ずれた路線を戻さなければい

けないというところで効果があったのが，「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して」

の答申にあった「個別最適な学びと協働的な学び」です。これを通して「主体的・対話的

で深い学びの実現」というこの文脈をもう一回確認しようという取組につながりました。 

そのために約 1 年間近くかかったわけですけども，その時に，図 11 のような図を私の

ほうで作りました。そして，「個別最適な学びと協働的な学び」と「主体的・対話的で深い

学び」というのは，どのような関係性があるのか。ICT を活用して授業改善を行っていく

ということが謳われているけれども，それをどのように結びつけていけばいいのか。そし

て，「個別最適な学びと協働的な学び」を「主体的・対話的で深い学び」につなげていくこ

とによって資質・能力が育成されるという，この三角形をしっかりと，頭に置きながら，

その中で学習評価というものが，常に両輪となって動いていくのだということを確認する

ことで，一人ひとりの生徒に目を向けて生徒の姿を見取る重要性を再確認しました。その

結果，図 11 のように整理したわけですけれども，この子にとって意味ある授業を作ってい
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かないと，学習評価というのは単なる外へ向けた，中学校でいうと成績の証明にしかなら

なくて，生徒たちを育てる評価にはならない，もう一回，目の前の子供たちの姿に立ち戻

りながら，今までの研究を進めていこうと研究の再確認がなされたわけです。「個別最適な

学び」とか「協働的な学び」を行うことが目的ではなくて，それを通して，この学校で育

成したい資質・能力を育成するためにはどのような授業であるべきなのか，どのような授

業と評価であるべきなのかということを，常に確認をしながら，取り組んでいきました。 

 

４．信頼性のある学習評価への取組  

最後に，「信頼性のある学習評価への取組」についてです。 

中学校にとっての日常での形成的な評価が，最終的には総括的評価として，外への説明と

して使われていく時に，どうしても観点別評価に置き換わるというところ，観点別評価が

それぞれの数字に置き換わっていくプロセスで，先生方としては，この部分で非常に自己

矛盾に陥るわけです。「図 12 信頼性のある学習評価への取組」の左下「2 実施の目

的」という箇所に書いてあるのですが，これは神奈川県教育委員会が各市町村教育委員会

宛に発出した文書になります。神奈川県教育委員会としても，学習評価の信頼性を高める

ために，各学校において学習指導要領が求める内容を，しっかりと授業の中で取り組んで

いるかどうかということを確認していくということを日常化してほしいというねらいがあ

り，「2 実施の目的」に示されているように，「学校は，『学習評価とその結果を踏まえた

学習指導』の適切な実施，検証，見直し，より適切な実施という学習・指導の改善に生か

す PDCA サイクルに不断に取り組んでいくこと」を具体化したものが，図 12 に示した点

検表です。 

 

 

図 12 神奈川県教育委員会と協働した取組 
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例えば，項目 1 だと「学習指導・評価の意義や目的について共通理解を図るために，研

修等を実施しているか」で，この一文で終わってしまうわけです。先ほど私が話した数年

間かけて取り組むべき内容というのは，この一行で終わってしまうはずがないのです。 

それだけでは不十分ではないかということで，附属鎌倉中学校が取り組んできた「学び

のプラン」を，この趣旨に照らし合わせて整理をし直しました。その際，あまり項目が多

いと先生方に示した時わかりづらくなってしまうので，3 枚のシートで整理することにし

ました（図 13，図 14）。 

 

 

図 13 4―②「学びのプラン」の再整理 単元計画 

 

 

図 14 4―②「学びのプラン」の再整理 学びのプラン等，評価事例 
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1 枚目には単元計画ということで単元のまとまり，単元の目標と評価規準，そして単元

計画と具体的な単元の事例を示しました（図 13）。2 枚目（図 14 左）には「学びのプラン」

で，どのように見通しを立てさせたのか，実際の事例を載せました。その中でどのように

生徒の実態把握をしたのか，「主体的・対話的で深い学びの視点に立った授業改善の工夫」

をどのような場面で実施したか？ というところをまとめました。そして図 14 では，最後

に「評価事例」ということで，学習指導と評価のプロセスに関わって点検表の中にある項

目を位置づけながら，どのように評価をしたかということを示しました。もう一点は「『努

力を要する状況(C)』と評価をする生徒への指導の手立て」で，それを単元のどのようなと

ころで意識的に位置づけながら，具体的にどのような指導を行うかということを，示しま

した。 

 

５．実践事例 

次に，国語，数学，理科の事例を示します。1 つ目は，中学 1 年国語の「話し合いで理

解を深めよう～グループディスカッション～」という単元の事例です。単元の計画，そし

て，見通しと振り返りということで，「努力を要する状況(C)」となった生徒と A 評価・B
評価となった生徒の事例を見せながら，どのようにして生徒の実態を把握したのか，主体

的・対話的で深い学びにどのように取り組んだか，そして最後（図 15 右）には「学びのプ

ラン」での見取り，努力を要する子供たちに対してどのような手立てをしたのか，という

ことを示しています。これを教科によって，1 年生から 3 年生まで，載せてあります。 

 

図 15 中学 1 年 国語の実践事例「話し合いで理解を深めよう～グループディスカッション～」 

 

図 16 に示したのは数学の事例です。写真などを載せながら，できるだけ先生方に具体的

なイメージを持ってもらうことが必要と考え，実際に生徒たちが自己評価を，C 評価で努

力を要する状況と判断した生徒に対してどんな手立てをした結果，どのようになったのか

ということ示しています。 
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図 16 中学 1 年 数学の実践事例「1 次方程式」 

 

図 17 は理科の実践事例です。理科の場合は実験の手立て，やはり実験が非常に重要にな

ってくるので，具体的に実験の場面などを生徒がどのように整理をしたのかというところ

を載せました。 

 

図 17 中学 1 年 理科の実践事例「水溶液 状態変化」 

 

６．この実践が他の学校にとってどのような意味を持つか 

附属鎌倉中学校では，このような取組をしてきたわけですが，冒頭に申し上げました通

り，附属の研究というのは，他の学校にとって，ある意味，使ってもらえるような研究で

なければならないので，この実践が他の学校にとってどのような意味を持つのかというこ

とで整理したのが，図 18 の 4 点になります。 
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図 18 この実践が他校にとってどのような意味を持つか 

 

1 つ目ですが，「学校として育成したい資質・能力が明確であり，子供の具体の姿で共通

理解をしていること」が欠かせないということ，その「対話の重要性」だということです。

年度の初めに，今年度，どんな子供たちを育てたいかという時に，対話の時間をとって，

先生方が確実にこのような子供を育てたいという，具体の子供の姿を共有していく時間を

確保していくことが重要だということです。現実にはそのような時間がなかなか確保でき

ないままスタートしてしまうという状況にあるので，このような整理をしました。 

2 つ目は，「学校としてのカリキュラム・マネジメントの PDCA が循環していること」

で，「学校全体」，「校務分掌」，「授業」の 3 つの PDCA サイクルの循環が重要であり，特

に授業での PDCA サイクル，そして評価ということが，全体の PDCA サイクルを回して

いくときのキーになります。だからこそ，カリキュラム・マネジメントに，すべての先生

方が参加するという必然性につながってくる，ということを整理しました。 

3 つ目の「個別最適な学びと協働的な学びを通して，主体的，対話的で深い学びの実現

に向けた授業改善に取り組んでいること」ということは，「その子の人間性・学びの姿を見

取る力を研鑽（この子にとって意味ある授業づくり）」とありますが，結局，その子，一人

ひとりをしっかりと見取っていかないとできないということです。中学で評価を中心に授

業を行ってしまう限り，なかなかここのところは難しいし，これ中学校にとって非常に大

きな課題になっています。ただ，小学校と中学校が最近つながってきて，先生方が子供た

ちの姿をていねいに見取るということが重要であるということが，中学校の先生方にも非

常に意識化されてきています。最近では，高校の先生方も，小学校の授業とか中学校の授

業によく参観にいらっしゃっています。授業の基本のようなところ，どうやって子供を見

取っていくのかという辺りのところで，このような言葉が具体性を持って生きてくるとい

うことなのかと思います。 

最後は，「学びのプランの活用」ということになるわけですけれども，見通しと振り返り
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ということがしっかりと位置づけられていれば，それは「学びのプラン」というものでは

なくても全くいいわけであり，この学習評価をより確かなものにしていくには，少なくと

もそれが確実に行われていることと合わせて，先ほどお話しした相互評価というものが授

業の中でしっかり位置付けられて，生徒自身のメタ認知の力を高めていくことが，非常に

重要だということがわかりました。 

大変雑駁で全体の流れが 6 年間というスパンの中で行っているものですから，行きつ戻

りつで，まだ整理ができていない部分もあるかと思いますが，これで，私の実践の紹介は

終わりにさせていただきます。 

 

質疑 

 

質問 先生がおっしっていた対話の重要性というところは，まったくその通りだと思いま

すが，昨今，言われている教員の働き方改革のなかで，どうやって時間を捻出するのかと

いうのは，非常に難しいということが現実としてあるなと思いました。対話を作っていく

時間をどうやって作ったらいいか，と思いながら伺っていたのですけれど，働き方の負担

になりにくいような形で，どうやってその時間を捻出されたかということの，具体的な例

がもしあったら，お聞かせいただけたらありがたいです。 

 

笠原先生 おっしゃる通りで，附属学校も本当に忙しいのですけれども，とにかく計画の

中に位置づけて頂いて，「この時間，30 分，何時から何時までこの話し合いをします」と

いうことを示します，そしてその時間で切ります。継続はしません。全員が集まらなくて

もやります。それを何回やっていく中で，本当は全員が揃ったほうがいいのですけれども，

出られるところで，みんなで，話し合いをしようということで行っています。 ですから，

いろいろな人たちのグループを作りながら，参加できるような状況を作ったというのが正

直なところです。30 分で切ると，途中で議論が終わってしまうのですけれども，不思議な

ことに先生方は 30 分で切った後，自分たちの時間がある時にその話し合いが続いている

のですね。このような流れが出来てくると，その 30 分が非常に効果的に使えるようになっ

てくる。1 時間だと長いのです。でも 30 分で，「今日はこれとこれについて話し合うから」

ということで，話し合いを繋げていくという本当にそれだけのことなのですが，附属の場

合には火曜日が研究日だったのですが，その時間の最初の 30 分間だけはそれをするとい

うようにして整理しました。 

 
 

 
 
 




